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【
こ
の
章
の
エ
ッ
セ
ン
ス
】

●
12
月
決
算
企
業
で
は
、２
０
２
２
年
に

改
正
さ
れ
た
法
人
税
等
会
計
基
準
等
が

２
０
２
５
年
12
月
期
よ
り
強
制
適
用
と

な
る
た
め
、改
正
が
影
響
す
る
取
引
の

有
無
を
把
握・
検
討
し
て
お
く
必
要
が

あ
る
。

●
税
効
果
会
計
を
適
用
す
る
際
の
法
定
実

効
税
率
の
算
定
に
お
い
て
は
、防
衛
特

別
法
人
税
率
の
反
映
が
必
要
と
な
る
。

●
特
別
法
人
事
業
税
の
取
扱
い
を
明
確
化

す
る
た
め
の
基
準
改
正
が
２
０
２
５
年

に
行
わ
れ
て
お
り
、影
響
の
有
無
を
確

認
す
る
必
要
が
あ
る
。

は
じ
め
に

企
業
会
計
基
準
委
員
会（
以
下
、「
Ａ
Ｓ

Ｂ
Ｊ
」と
い
う
）は
、
２
０
２
２
年
10
月
28

日
に
次
の
企
業
会
計
基
準
お
よ
び
企
業
会

計
基
準
適
用
指
針（
以
下
、「
本
会
計
基
準

等
」と
い
う
）の
改
正
基
準
を
公
表
し
て
い

る
。

・
企
業
会
計
基
準
27
号「
法
人
税
、住
民
税

及
び
事
業
税
等
に
関
す
る
会
計
基
準
」

（
以
下
、「
22
年
改
正
法
人
税
等
会
計
基

準
」と
い
う
）

・企
業
会
計
基
準
25
号「
包
括
利
益
の
表
示

に
関
す
る
会
計
基
準
」（
以
下
、「
22
年
改

正
包
括
利
益
会
計
基
準
」と
い
う
）

・企
業
会
計
基
準
適
用
指
針
28
号「
税
効
果

会
計
に
係
る
会
計
基
準
の
適
用
指
針
」

（
以
下
、「
22
年
改
正
税
効
果
適
用
指
針
」

と
い
う
）

本
会
計
基
準
等
で
は
、
次
の
2
つ
の
項

目
に
つ
い
て
改
正
さ
れ
て
い
る
。

・税
金
費
用
の
計
上
区
分

・
グ
ル
ー
プ
法
人
税
制
が
適
用
さ
れ
る
場

合
の
子
会
社
株
式
等
の
売
却
に
係
る
税

効
果

本
会
計
基
準
等
は
２
０
２
３
年
4
月
1

日
以
後
開
始
す
る
連
結
会
計
年
度
お
よ
び

事
業
年
度
の
期
首
か
ら
早
期
適
用
の
選
択

が
可
能
と
な
っ
て
い
た
が
、
２
０
２
４
年

4
月
1
日
以
降
開
始
す
る
連
結
会
計
年
度

お
よ
び
事
業
年
度
の
期
首
か
ら
原
則
適
用

さ
れ
て
い
る（
22
年
改
正
法
人
税
等
会
計

基
準
20
─
2
項
、
22
年
改
正
包
括
利
益
会

計
基
準
16
─
5
項
、
22
年
改
正
税
効
果
適

用
指
針
65
─
2
項
）。
そ
の
た
め
、
早
期

適
用
を
選
択
し
て
い
な
い
12
月
決
算
企
業

は
、
２
０
２
５
年
12
月
期
に
初
め
て
本
会

計
基
準
等
を
適
用
す
る
こ
と
と
な
る
。
後

記「
税
金
費
用
の
計
上
区
分
」、「
グ
ル
ー
プ

法
人
税
制
が
適
用
さ
れ
る
場
合
の
子
会
社

株
式
等
の
売
却
に
係
る
税
効
果
」に
お
い

て
、
本
会
計
基
準
等
の
改
正
の
概
要
お
よ

び
改
正
が
影
響
す
る
取
引
等
の
有
無
を
確

認
す
る
際
の
実
務
上
の
留
意
点
に
つ
い
て

解
説
す
る
。

ま
た
、
前
記
改
正
基
準
と
は
別
に
、

２
０
２
５
年
に
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
が
公
表
し
て
い

る
次
の
項
目
に
つ
い
て
も
後
記「
Ａ
Ｓ
Ｂ

Ｊ
の
そ
の
他
の
公
表
物
」に
て
解
説
す
る
。

・
補
足
文
書「
２
０
２
５
年
3
月
期
決
算

に
お
け
る
令
和
7
年
度
税
制
改
正
に
お

い
て
創
設
さ
れ
る
予
定
の
防
衛
特
別

法
人
税
の
税
効
果
会
計
の
取
扱
い
に

つ
い
て
」（
以
下
、「
補
足
文
書
」と
い
う
）

（
２
０
２
５
年
2
月
20
日
公
表
）

・「
２
０
２
４
年
年
次
改
善
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
に
よ
る
企
業
会
計
基
準
等
の
改
正
」

（
２
０
２
５
年
3
月
11
日
公
表
）

な
お
、
文
中
の
意
見
に
わ
た
る
部
分
に

防
衛
特
別
法
人
税・年
次
改
善
の
改
正
に
も
注
意

改
正
法
人
税
等
会
計
基
準
等
に

お
け
る
実
務
上
の
留
意
点

有
限
責
任 

あ
ず
さ
監
査
法
人

公
認
会
計
士

下
田
　
勇
矢
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